
 令和６年１月４日 

　春日部市長　あて 

改葬許可証交付申請書・許可証 
下記のとおり改葬の許可を受けたく、墓地、埋葬等に関する法律第５条第１項の規定 

により申請します。

 死 
 

亡 
 

者

本　　　　　籍 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

 住　　　　　所 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

 氏　　　　　名 春日部　太郎 外　　　　人 
２人以上の申請のとき

は、２人目から別紙

 性　　　　　別 男　・　女　・　不詳

 死 亡 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和　３年１０月１０日

 火又埋 
葬は葬

場　　　　　所 埼葛斎場組合

 年　　月　　日 明治・大正・昭和・平成・令和　　３年１０月２０日

 
改 
葬

理　　　　　由 １ 墓地新設　２ 墓地移転　３ その他（　　　  　　　　）

 名　　　　　称 
場　　　　　所

春日部霊園　 
埼玉県春日部市中央６丁目２番地

 申 
請 
者

住　　　　　所 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

 氏　　　　　名　春日部　一郎　　　　　　　電話０４８（７３６）１１１１

 死亡者との続柄 子の子 墓地使用者等との続柄 子

 上記埋葬(若しくは埋蔵又は収蔵)している事実を証明します。 

令和　　年　　月　　日 

墓地管理者　　墓地等名称　※現在埋葬されている寺院等で証明を受けてください。 

住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　 

氏　　　名  　　　　　　　　　　㊞　電話　　　　（　　　）     

 上記のとおり改葬を承諾します。（申請者が改葬前の墓地使用者等でない場合の承諾欄） 

　  令和　　年　　月　　日　　※申請者が改葬前の墓地の使用者でない場合、ここに 

改葬前の墓地使用者等  住　　　所　　改葬前の墓地の使用者から承諾を受けてください。　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　 

氏　　　名  　　　　　　　　　　㊞　電話　　　　（　　　）    

 上記のとおり改葬を承諾します。（申請者が改葬後の墓地使用者等でない場合の承諾欄） 

　  令和　　年　　月　　日　　※申請者が改葬後の墓地の使用者でない場合、ここに 

改葬後の墓地使用者等  住　　　所　　改葬後の墓地の使用者から承諾を受けてください。　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　 

氏　　　名  　　　　　　　　　　㊞　電話　　　　（　　　）    

 春日部市指令第　　　　号　 

　上記申請により改葬を許可します 

　　　令和　　年　　月　　日 

埼玉県春日部市長　　岩谷　一弘　　　　



 

 

※１　改葬許可申請書に記入された死亡者以外の方についてご記入ください 

２　改葬の理由及び場所、申請者の住所及び氏名、墓地使用者等との続柄は申請書記載のとおり 

３　死産の場合は、本籍欄に「父母の本籍」、住所欄に｢父母の住所｣、氏名欄に「死産である旨及 

び父母の氏名」、死亡年月日欄に「分べん年月日」を記載してください。 

４　改葬先が使用可能である旨の証明（受入証明書、墓地使用契約書等）の原本を併せてお持ちく 

ださい。内容確認後、改葬許可証と併せて原本はお返しいたします。 

５　改葬前の墓地使用者または改葬後の墓地使用者が申請者と違う場合は、墓地使用者の承諾欄を 

記入してください。 

 番号 死　亡　者　に　関　す　る　事　項 （　別紙　）

 

２

死 
 

亡 
 

者

本　　　　　籍 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

 住　　　　　所 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

 氏　　　　　名 春日部　花子

 性　　　　　別 男　・　女　・　不詳

 死 亡 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和　５年１１月１１日

 火又埋 
葬は葬

場　　　　　所 埼葛斎場組合

 年　　月　　日 明治・大正・昭和・平成・令和　５年１１月１１日

 申請者 死亡者との続柄 妻

 死 
 

亡 
 

者

本　　　　　籍

 住　　　　　所

 氏　　　　　名

 性　　　　　別 男　・　女　・　不詳

 死 亡 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和　　年　　月　　日

 火又埋 
葬は葬

場　　　　　所

 年　　月　　日 明治・大正・昭和・平成・令和　　　年　　　月　　　日

 申請者 死亡者との続柄

 死 
 

亡 
 

者

本　　　　　籍

 住　　　　　所

 氏　　　　　名

 性　　　　　別 男　・　女　・　不詳

 死 亡 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和　　年　　月　　日

 火又埋 
葬は葬

場　　　　　所

 年　　月　　日 明治・大正・昭和・平成・令和　　　年　　　月　　　日

 申請者 死亡者との続柄


